
訊いてみてください。

↓手順は以下の通りです。

沖縄市　R5～

●お問い合わせ先：沖縄市役所　こども相談・健康課　母子保健係　☎098-939-1252（直通)●

役所：病院と役所で契約

妊：妊婦健診　受診

妊：妊婦健診　受診

出産

妊：償還払いの手続き
※案内文参照

役所：妊婦健診費用振込

妊：役所に電話 ☎
妊：償還払い(案内文)を

ご覧下さい

契約できる 契約できない

県外の医療機関で妊婦健診を希望される方へ

♡妊娠おめでとうございます♡

沖縄市で交付しました妊婦健康診査受診票は、沖縄県内のみで使用可能です。

必要になります。

県外へ里帰りや諸事情により県外の医療機関で妊婦健診を受ける方は、医療機関と沖縄市で”契約”が

契約を交わすことで、県外の医療機関でも沖縄市の公費で健診を受けることができ、健診費用の自己負担

軽減になります。

県外の医療機関が決まりましたら、ご自身で医療機関へお電話していただき、沖縄市と契約できるか

妊：県外の病院が決定

妊：県外の病院へ電話 ☎

全額自己負担

となります

『沖縄市と契約

できるか』ご確

認ください。

当課に申請

してください

妊婦健診受診券を使用

することができます。

『契約』と『償還払い』

は、同じ額の助成を受け

ていることになります。


